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公害健康被害補償予防制度50周年

ネイチャーポジティブ推進業務
の開始

熱中症対策業務の開始
生物多様性増進活動促進法の制定
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熱中症対策業務
2030年までに熱中症による死亡者数半減を目指す政府目標の達
成に寄与するため、情報提供や研修の実施などの熱中症対策業務
を行っています。
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